
Ｑ　児童館と放課後児童クラブはなにが違う？ 

Ａ　児童館は「遊び」の場、放課後児童クラブは「預かり」の提供になります。 

朝日町児童館は０～１８歳未満の方とその家族保護者を利用対象にしており、利用要件はありません。 

放課後児童クラブは父母が就労等で家庭にいないお子さんを対象とした学童保育になります。 

Ｑ　利用するには？ 

Ａ　児童館は予約不要ですので、自由に遊びに来てください。初めて利用する際に、利用児童にケガや体調不良などの緊急時に 

保護者と連絡がとれるよう、利用申込書を提出いただいております。 

放課後児童クラブは事前に申込みが必要です。承認後、利用スケジュールを確認させていただきます。お子さんが利用予定日 

に来館されない場合や、利用予定日ではない日に来館された場合は、保護者へご連絡させていただきます。 

 

Ｑ　学校から直接参加できる？ 

Ａ　放課後児童クラブ利用の場合は、学校から直接来館してください。原則保護者の送迎になりますので、お迎えをお願いします。 

児童館として来館される場合は、一度帰宅してから遊びに来てください。 

 

Ｑ　利用料は？ 

Ａ　児童館の利用は無料です。放課後児童クラブも朝日町は利用料無料ですが、クラブ利用にあたりスポーツ安全保険に加入いた 

だきます。現在は年間８００円で、利用申込時に納入いただきます。 

 

Ｑ　お昼ごはんやおやつは？ 

Ａ　放課後児童クラブとして利用し、学校の長期休業日、土曜日や学校代休等で１日利用する際は、お昼ごはんやおやつを食べま

す。食べきれる量のお弁当とおやつを持参してください。アレルギー事故防止の観点から、お弁当やおやつの交換は禁止として

おります。 

児童館として利用する際は、食べ物等の持ち込みはご遠慮ください。（飲み物はＯＫです） 

 

Ｑ　休館日は？ 

Ａ　児童館は日曜日、祝日、年末年始です。放課後児童クラブは日曜日、祝日、利用児童のいない土曜日、８月１３日～１６日、 

年末年始です。感染症（インフルエンザ等）や気象状況で学校が休校、学年・学級が閉鎖になる場合は、児童館も放課後児童 

クラブも該当の学級は利用できませんので、ご留意ください。 

 

Ｑ　育休中や求職活動中の利用方法は？ 

Ａ　保護者が家庭にいるときは利用することができませんので、都合の悪いときに利用する「緊急一時利用」をお選びください。 

　　また、仕事復帰される場合は、放課後の利用や長期休業中の利用が可能ですので、支援員までお知らせください。 

　　※保護者の状況に変更があった際は、就労等申立書を提出いただく場合がございます。 

 

Ｑ　入会申込みは１度きり？ 

Ａ　放課後児童クラブの募集は毎年行います。例えば１年生で利用、２年生も利用されたい場合は、翌年度も申込みが必要です。 

　　お子さんや家庭の状況にあわせて利用をご検討ください。

〇児童館（配置職員：児童厚生員） 

地域において児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操をゆたかにすることを目的とする施設 

〇放課後児童クラブ（配置職員：放課後児童支援員） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業終了後等に小学校の余裕教室や児童 

館を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの


